
現計予算額 110,043,245 千円

補　正　額 1,030,216 千円

【補正額の財源内訳】

国県支出金　293,066千円　　　市債　12,300千円　　　その他　197,819千円　　　一般財源　527,031千円

補正後の額 111,073,461 千円 （対前年度同期3,701,716千円減、▲3.2％）

事業別
概要

○ 57,793千円 P13

○ 8,051千円 P20

○ 1,000千円 P23

○ 113,307千円 P26

○ 3,124千円 P26

○ 610千円 P28

○ 414,711千円

○ 14,827千円 P34

○ 276,521千円 P35

○ 2,683千円 P40

○ 254,275千円 －

【繰越明許費】
○ 1,930,682千円

【裏面につづく】

災害復旧費（令和５年台風第７号関連）

不妊治療費等支援事業費

共同利用施設整備等事業費

体育施設管理費

材料費等の高騰によるバードスタジアム屋外LED照明更新に要する経費の増額

令和５年度以前の事業において概算で受領した国・県支出金の精算に伴う返還金

過年度分国県支出金等返還金

適正工期を確保するために繰越する事業　９事業（追加７、変更２）

(3)

２　一般会計補正予算の主な内容

母子生活支援施設運営費

公益財団法人からの支援金の交付を受け、母子生活支援施設に遊具を設置する経費

ふるさと納税の寄附額見込み（6.2億円→7.5億円）に伴う返礼品など

不妊治療費助成の申請件数の増加による助成経費の増額

ふるさと納税推進事業費

外国人観光客向け高速バス運行支援（大阪線・姫路線）の利用者の増加による助成経費（R
５繰越事業）の増額

佐治町福園多目的集会施設を地元へ無償譲渡するにあたっての譲渡前修繕に要する経費

令和６年11月26日

令和６年度12月補正予算（案）の概要

１　一般会計補正予算

(1)

(2)

P30
～31

企業立地促進補助金

国際観光推進事業費

除雪費

詳細設計の完了や工事着手可能となった被災林道の早期復旧を図るための災害復旧に係
る経費

降雪期に備え、除雪対策関連経費に要する経費の増額

立地適正化計画を策定するための業務委託経費（令和8年度策定予定）

都市計画策定費

誘致・市内企業の新増設や設備投資等に対する補助金の増額



【主な債務負担行為】

○ P45

○ 66,900千円 P52

○ 155,000千円 P56

○ 373,033千円 P57

○ 48,315千円 P58

３　特別会計補正予算及び主な内容 補正後の額

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

※詳細は、別紙「令和６年度12月補正予算（案）事業別概要」のとおり

４　企業会計補正予算及び主な内容

(1)

(2)

(3)

補正後の額

9,170,148千円

16,590,546千円

10,040,673千円

事業費実績見込みに伴う人件費の減

病院事業 10,177,011千円 ▲136,338千円

事業費実績見込みに伴う人件費等の減

下水道等事業 16,595,515千円 ▲4,969千円

事業費実績見込みに伴う人件費の減

事業費実績見込みに伴う増

後期高齢者医療費 3,032,471千円 ▲137千円 3,032,334千円

現計予算額 補正予算額

水道事業 9,185,293千円 ▲15,145千円

基金積立金の増

事業費実績見込みに伴う人件費の減

38,441千円

財産区管理事業費 12,503千円 10千円 12,513千円

基金積立金の増

558千円

基金積立金の増

▲17,806千円 20,227,501千円

事業費実績見込みに伴う減

介護保険費 20,245,307千円

いなば墓苑水道管修繕及び基金積立金の増など

土地取得費 67千円

事業費実績見込みに伴う増

公設地方卸売市場事業費

国民健康保険費 17,901,249千円 364千円 17,901,613千円

40,418千円

温泉事業費 45,631千円 5,641千円 51,272千円

鳥取市ふるさと納税推進業務委託事業費（令和６年度～９年度）

電気事業費 38,426千円 15千円

1,138千円

事業費実績見込みに伴う増

34,853千円

教科指導費（令和６年度～７年度）

現計予算額 補正予算額

市道浜村乙亥正線ほか２路線道路整備事業費（令和６年度～１０年度）

39,280千円

墓苑事業費 29,732千円 5,121千円

491千円

関西情報発信拠点推進事業費（令和７年度～９年度）

鳥取市気高地域新設統合小学校整備事業費（令和６年度～８年度）

寄附金額に5％を乗じた額
（消費税及び地方消費税別）


